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条件反射制御法学会        ２０２２年 ４月２２日発信 

∞メール Ｎｏ.３８ 
    

会員の皆様  

 桜が散り終わる頃ですと書き始めましたが、そうだ、北は今から満開の時期が

来るのだと思い直しました。 

さて、今年度の学術集会は第１１回になり、テーマは「薬物乱用に対応する者

の役割と連携」です。今後のテーマについては、来年度第１２回は「性的逸脱の

反復に対応する者の役割と連携」、再来年度第１３回は「窃盗の反復に対応する

者の役割と連携」を予定しています。 

上記のように反復する行動は、違法性を帯びたものに対しても治療的はたらき

かけの対象にもなってきており、対応法の検討がなされています。過去には違法

性がない反復する行動に対しても治療的はたらきかけが乏しかったことを思い返

すと、反復する行動に対する把握と対応は大きく変化しています。 

反復する行動に対する治療は、アルコール摂取反復に対する働きかけが世界で

はＡＡで始まり、それが元になって日本では断酒会が初めてのものだと私は把握

しています。アルコールに対する使用障害は、疾病であることを本人が認めるこ

とが困難ですが、成人において飲酒は合法です。一方、覚醒剤や大麻に対する使

用障害は、疾病であることを本人が認めることも困難であり、また、それらを所

持することは違法であり、摂取に関しては、覚醒剤は１９５１年から規制されて

おり、大麻も近々、規制されるようです。つまり、薬物を反復して摂取する状態

は疾病であるだけでなく、違法行為の反復でもあります。そのことが理由になっ

てまずは本人達が治療的な働きかけを受けることに困難性があるだけでなく、治

療的な働きかけを提供することにも困難性が伴います。 

その薬物乱用に対して治療的な活動を日本で開始したのはダルクであり、その

創設者は近藤恒夫さんでした。近藤さんはその人柄から信頼が厚く、多方面で活

躍され、当会の活動にもご協力くださっておりましたが、今年２月２７日に永眠

されました。とても大きな存在でした。近藤さんの足跡は大きく、今後も発展し

ていくのだと期待しています。 

平井愼二 
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ワンポイントレッスン 

規制薬物摂取を援助側職員が通報しない態勢について 

平井愼二 

援助する現場で疾病の症状が違法行為の反復である病態に対応する者は、対象

者の違法行為を取締機関に通報して良いか否かについて考えることがある。この

ワンポイントレッスンでは、援助の場に現れた者による規制薬物乱用に対する基

本的な態勢、並びに、その態勢に辿り着いた道のりと変遷を示す。 

現在、覚醒剤等の規制薬物を使用した者に医療の場で医師である私が対応する

際に、規制薬物使用という違法行為に対する基本的な態勢は、次の１）と２）で

構成されている。その態勢は、私の好みだからという理由ではなく、社会全体の

中で援助的に対応する領域と取り締まりで対応する刑事司法体系の関係を考えて

辿り着いたものであり、さまざまな援助的対応の場に普及するべきである。した

がって、下の文の主語を私にせず、援助側職員とした。 

１）援助側職員は対象者の規制薬物使用を取締機関に通報しない。 

２）対象者の体内から規制薬物とその代謝物が排出し終わり、証拠がなくなった

時点で取締職員と面接することを対象者に援助側職員が勧め、対象者の同意が

得られれば取締職員に連絡する。 

 

 上記の態勢を見つけるまでに長年を要した。 

 私は下総精神医療センターの反復行動に専門的に対応する部門で 1989年 4月か

ら、2 年間の出張を挟んで現在も働いている。当初は、取締機関に通報すれば検

挙されるはずの規制薬物乱用者を、精神科医療が治療を役割にしていることを理

由にして、通報しないことのみを選択して診療をしていたが、不十分であると感

じていた。 

入院治療を終えた患者が、数ヶ月ほどして、再び覚醒剤を使って入院してくる

ことが反復した。「親を騙して金をとり、売人に金を渡して覚醒剤を入手し、そ

れを使って精神病になった者を、私が精神科医療を使って元気にして、再び覚醒

剤を使える状態にして社会に戻している。社会に迷惑をかけている。」と感じて

いたのである。 

一方で、私が医療の現場で対応する規制薬物乱用者を取締機関に通報すれば、

本人の問題を解決せず、また、社会に貢献しないことも知っていた。彼らを精神

科医療が取締機関に通報する態勢をもてば、薬物乱用者は潜在する。薬物乱用を

やめられず、使い続け、病状が増悪し、他害行為に至ることさえある。 

規制薬物を使う者に対するはたらきかけは大きく２つに分かれ、それらは取り

締まって刑罰を与えるものと、治療し、必要な者に生活訓練を提供するものであ

る。いずれも対象者が規制薬物を使わないようにする作用がある。日本政府も薬
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物乱用問題に対して、1998 年 5 月に最初の薬物乱用対策五か年戦略（※後に URL

あり）を首相官邸から出し、それらの２つの方法を取りあげていた。疾病を表す

言葉として不適切であるが「薬物依存・中毒者」には治療と社会復帰の支援を提

供する方針であることを記していた。また、「末端乱用者」には取締りを重視し

て対応することを記していた。 

その薬物乱用対策五か年戦略の記載には、誠実さを感じない。その記載の「薬

物依存・中毒者」とは薬物乱用に基づく疾病性をもつ群を表す。一方、「末端乱

用者」は薬物規制法違反（自己使用）という犯罪性をもつ群を表す。しかし、や

められなくなる危険な薬物は規制する態勢を日本政府がもつことから、「薬物依

存・中毒者」と「末端乱用者」のそれぞれの多くが、疾病性と犯罪性を併せ持つ

同一の群である。つまり、薬物乱用対策五か年戦略は、薬物乱用者には異なる性

質をもつ２つの群があるように記載し、それぞれへの対応を掲げているが、実は

疾病性と犯罪性を併せ持つ同一の群に対して正反対の対応をかかげているために、

対応する現場の悩みを解決するものではなく、関係機関の連携を発展させるもの

でもなかった。 

私が薬物乱用者への対応を専門的に開始した後、医療の現場で私は医師である

から自分ができる治療を優先して疾病性に対応し、長期間、犯罪性への対応が不

十分であった。疾病性への対応を優先しながらも、犯罪性に対する刑罰の威嚇効

果を利用する冒頭の方法をおぼろげに何年間か考えていたが、援助側と取締処分

側が各領域の機能を発揮して、他方の機能を補完的に利用する∞連携（※後に URL

あり）を構想したのは 1999 年の正月であった。 

∞連携は対象を「薬物依存・中毒者」と「末端乱用者」の２つの群に分けず、

規制薬物を乱用する者達を疾病性と犯罪性を併せ持つ１つの群に対して、疾病性

への働きかけを優先する領域と犯罪性への働きかけを優先する領域がどのように

連携すれば効果が高まるかに焦点を当てて構想したものであった。薬物乱用者を

専門的に扱うようになってその∞連携の構想に至るまで、9 年 9 か月を経過して

いた。冒頭に示した対象者の規制薬物乱用に対する援助側の態勢はその∞連携の

一部である。 

冒頭の１）の態勢を明確にすることにより、援助機関に治療を求めれば捕まる

のではないかという不安をなくし、規制薬物を乱用する者が援助を受けやすくな

り、より早い段階で治療や訓練に繋がること、並びに治療的なはたらきかけによ

り再度の薬物乱用を防止することが期待できる。 

 また、冒頭の２）の態勢で、検挙をより強く意識し、第二信号系が規制薬物の

使用をやめる決意を強化すること、あるいは、やめるためにより手厚い治療的な

はたらきかけを受け入れることが期待できる。 

 それら１）と２）の組み合わせは、１)の態勢で∞連携の入り口の敷居を低くし、

２）の態勢で強い法の抑止力を提供するのである。我々が慣れた算数の演算では、
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その組み合わせはかけ算が該当するであろう。「より多くの対象者数」×「より

強い法の抑止力」という計算式である。 

 また、その１）と２）の組み合わせは、違法行為を通報する義務をもち、また、

対象者の秘密を守る義務をもつ者に対して解決をもたらす。その組み合わせは、

法として明文化された言葉の衝突に惑わされず、各領域に期待される役割の範囲

で、いずれの法に関してもその目的に沿って効果を実現する。したがって、その

組み合わせにより、対象者の規制薬物乱用を通報しないことで生じる通報義務違

反の違法性はなくなる(※文献は後出)。このことを知ると、規制薬物使用という

違法行為をした者を受け入れて治療的はたらきかけを行う援助側の職員に生じ易

い、自分の役割を果たすことにおける違法ではないかという迷いをぬぐい去り、

より効果的な働きかけが期待できる。 

 上記の１）と２）の組み合わせは構想だけではない。その構想は、2000 年から

関東麻薬取締部の麻薬取締官が単発的に患者と面接することで実現した。まもな

く対象者は増え、面接は規則的となった。患者と麻薬取締官の接触の開始は医師

による面接の依頼であるが、その患者に対して後には麻薬取締官が自由に連絡を

とった。そのような患者の累積は 300 人を超え、一時は毎月、下総精神医療セン

ターに麻薬取締官が複数名で訪れ、1 回の訪問で 10 人近い患者に面接するほどに

活発であった。検挙されないために患者は規制薬物乱用を回避しようとした。し

かし中には、検挙される者もいた。私はそのいずれもが適正な対応の結果であり、

現行制度において対象に応じた良好な効果が生じたと考えている。 

警視庁と当院の間でも同様の処遇を 2012 年 1 月から 2016 年 10 月まで行った。

しかし、この処遇の担当を引き継いだ警視庁職員が、本来、規制薬物乱用者は通

報されるべきであり、同様の処遇を他施設に展開できるわけがないという見解を

明確に述べるようになったので、その処遇を私が終了させた。 

そして、2022 年 3 月、今度は関東麻薬取締部が、全国麻薬取締部で展開してい

る新たな再乱用対策事業と整合性がないという理由で、上記処遇の打ち切りを私

に連絡してきた。これで、患者として対応体系にかかわった者に法の抑止力を円

滑に提供するための下総精神医療センターと関東麻薬取締部との 20 年以上に渡

って行われてきた連携は一旦終わった。 

少し残念であるが、次のように良かったのである。 

立ち上げのときは当時の関東麻薬取締部の担当者は上記の連携を行うことの

重要性を理解し、開始した。警視庁の当初の担当者もそうであった。規制薬物乱

用者への対応において、取締機関の職員が援助側の職員の職責を理解し、援助側

と取締処分側の両方の効果を同時に 1 人の規制薬物乱用者に提供する処遇に参加

した。 

複雑な問題への対応において、異なる機能をもつ複数の者がかかわるとき、各

人は機能を明確にし、相互に期待しあうことが連携の基本である。冒頭の１）と
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２）はその基本を疾病性と犯罪性をもつ規制薬物乱用者への対応における援助側

の者がもつべき態勢を明らかにしたものである。刑事司法体系においては、逮捕

する者、評価する者、処遇の場でかかわる者が順序良く各職種の各役割を発揮す

る。それに対して援助する領域では目前に来た対象者に、１人の者が疾病性と犯

罪性の両方に対応しなければならない。冒頭の１）と２）の組み合わせは、規制

薬物乱用者に援助的に対応する者がとれる正当で効果的な唯一の方法である。 

その重要性が理解されて治療的対応に取締職員が参加する処遇が始まったの

だが、その後、担当者は 20 年余の間に何回も変わった。一部の担当者の発言から

当初の担当者がもった理解を忘れていると感じたことがあった。それが徐々に明

確になり、警察との関係を私は断った。すでに麻薬取締部とは長期に継続されて

いたことから、変遷はあるものだと受け入れていた。しかし、今回の打ち切りに

至った。 

つまり、援助側に受診した患者に取締処分側の者がかかわるのは連携の一端を

支える重要な設定であるが、それが展開しないままに継続されるよりは、一旦、

無くなり、新たに、どのような意味があるかを明確に示して再開する好機になっ

たのである。 

また、全てが終わった訳ではない。下総精神医療センターで開始された精神科

医療と麻薬取締部の連携は当会の HP に掲載されている∞連携支持施設で継続さ

れている。 

今後、下総精神医療センターで反復する行動に対応する部門で業務にあたる私

と職員は、これまでと同様の態勢をもち、患者の規制薬物乱用は通報せず、患者

の同意を得られた場合に、取締機関に患者の住所、氏名、年齢、規制薬物を乱用

してきたこと、今後も規制薬物を乱用する可能性があることを手紙に書いて取締

機関に送る。関係を打ち切る連絡をしてきたばかりの関東麻薬取締部には慎重に

再開するが、警察には、過去に関係を私から切ったのは警視庁なので、千葉県警

に期待して、直ちに送る予定である。 

当会の会員で援助側機関に勤務されている方には、是非とも冒頭の１）と２）

の組み合わせで対象者の規制薬物乱用に対応していただきたい。 

 

※薬物乱用対策五か年戦略 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/yakubutu/980701yakubutu.html 

※∞連携 

https://crct-mugen.jp/cooperationsupport/ 

※【引用文献】平井愼二：患者の薬物規制法違反（使用）への態勢  

日本臨床 61(12):2223-2232,2003 
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事務局からのお知らせなど 

理事会の報告 

 

２０２２年４月３日に新たな役員で初めての理事会が開催されました。検討さ

れた事項を報告します。 

１．役員人事  

役員は話し合いにより決定。以下、理事・監事一覧（敬称略、役員を除き 50 音順） 

【理事】 

理事長 平井 愼二 
（独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター 薬物依存治療部長・臨床研究部長） 

 

副理事長 飯野 海彦 

（北海学園大学 法学部教授） 

 

副理事長 長谷川 直実 

（医療法人社団ほっとステーション大通公園メンタルクリニック 院長） 

 

事務局長 尾田 真言 

（特定非営利活動法人アジア太平洋地域アディクション研究所 事務局長） 

 

梅本 和正   

（医療法人光仁会 春日部厚生病院 言語聴覚士） 

 

金 悠七 

（はまなすクリニック 院長） 

 

小早川 明子 

（特定非営利活動法人ヒューマニティ 理事長） 

 

白川 雄一郎 

（一般財団法人千葉ダルク 代表理事） 

 

橘 真理夫   

（橘法律事務所 弁護士） 

 

中川 美彦 

（特定非営利活動法人あおいとり 理事長） 

 

西村 武彦 

（独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター 看護部長） 

 

古川 愛造 

（医療法人十全会 聖明病院 院長） 
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【監事】 

岡田 卓司 

（岡田法律事務所 弁護士） 

 

宮田 桂子 

（宮田法律事務所 弁護士） 

 

２．万引き発生時に治療へ導入する方法 

長谷川直実副理事長から、万引きが店舗の職員に発覚し、事件になりそうな時

に、万引きした本人の、刑事司法体系による対応を軽くしたい心理を利用して、

治療を約束する文書を作成し、店舗に示し、治療に導入する方法にまつわる詳細

が報告され、議論した。今後、複数の施設の周辺で実現させる。 

 

３．薬物乱用対策において援助側が法の抑止力を増幅させる方法 

 下総精神医療センターと関東麻薬取締部の連携は 2000 年から続いていたが、

2022 年 3 月末で打ち切りとなったことを平井が報告した。 

 企業の従業員を対象にして援助側の者が検査し、陽性者は取締機関に証拠がな

くなってから連絡する方法を近々開始する計画が報告された。 

 

 

CRCT を受けられる施設を公開しています 

 

条件反射制御法を受けたい方に、どこにいけばこの技法が受けられるかを伝え

るため、当会のホームページ CRCT 実施施設  で公開しています。現在２６施設

です。 

ご協力いただける方は事務局のメール、crct.mugen@gmail.com 宛に下記項目

をお送りください。 

・貴施設名、所在地、電話番号、メールアドレス、ホームページＵＲＬ 

 （施設写真の掲載希望がございましたら画像データを添付してください） 

・申込窓口（担当部署・担当者名等） 

・コンタクト方法（例：電話、E-mail、ＨＰ申込フォーム） 

・ＣＲＣＴを提供している場  

（例：入院病棟、外来、カウンセリングルーム、回復支援施設等） 

・対象にしている疾病 

・施設の特長（フリーコメント なんでもどうぞ） 
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援助側と取締処分側の∞連携支持施設を紹介しています 

 

 治療を求めた患者による規制薬物使用への対応として、患者の治療意欲と社会

の平安を保つ観点から効果的であり、また、司法の観点からも合法と考えられる

方法を採用し、実行に移している施設を当会のホームページ ∞連携支持施設  

で公開しています。現在６施設です。 

∞連携に沿う態勢で実務をされており、当会のＨＰに∞連携支持施設として掲

載可能な場合は事務局のメール crct.mugen@gmail.com 宛にその旨をご連絡く

ださいますようお願いします。 

 

 

条件反射制御法に関する学術集会・研究会のご案内 

 

１．学術集会 

条件反射制御法学会 第１１回学術集会 

日 程：２０２２年９月１０日（土） 

テーマ：薬物乱用に対応する者の役割と連携 

 

２．オンライン研究会 

第２回研究会 

テーマ：ストーカー行為のメカニズムと治療 

 報告者：小早川明子（ＮＰＯヒューマニティ理事長） 

日 時：２０２２年５月１６日（月）１９～２１時 

詳 細：https://crct-mugen.jp/research/no-02_researchsociety/ 

 

第３回研究会 

テーマ：万引き事件に対する刑事弁護 

 報告者：林大悟（鳳法律事務所所長） 

日 時：２０２２年６月１３日（月）１９～２１時 

詳 細：https://crct-mugen.jp/research/no-03_researchsociety/ 

 

時期未定 

テーマ：海獣類における問題行動への対応 

 報告者：勝俣浩（鴨川シーワールド館長） 
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条件反射制御法に関する研修会・実地研修等のご案内 

 

・オンライン研修会シリーズ３  

 第１日 ２０２２年５月２１日（土）１０：００～１５：００ 

第２日 ２０２２年５月２８日（土）１０：００～１５：００ 

詳 細：https://crct-mugen.jp/training/online2022_03/ 

 

 

ご投稿について 

 

条件反射制御法研究および∞メールへ奮ってご投稿ください。 

宛先：事務局 crct.mugen@gmail.com  

 

●条件反射制御法研究 

 学会誌「条件反射制御法研究」は年一回発行しています。投稿規定は最終号の

巻末に掲載されています。ご投稿をお待ちしております。 

 

●∞メール 

ＣＲＣＴや信号系学説に関係する小論、ＣＲＣＴを用いての治療体験あるいは

回復した体験、実地研修の体験、他の学会で報告した感想、裁判でＣＲＣＴの効

果が認められた体験等に関して１６００字程度の報告をお待ちしております。 

 

 

発行 

条件反射制御法学会事務局 

〒162-0055 東京都新宿区余丁町 14-4 NPO 法人アパリ内 

https://crct-mugen.jp     crct.mugen@gmail.com 

TEL:090-3047-1573  FAX:050-3458-0214 


